
【様式２】

個表番号： ２－１ 法令名： 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（H２０法８３）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

１１①
愛がん動物用飼料の製造
業者等に対する報告徴収

○

　移譲後も大臣に残る権限（権限委任
省令本則、法第７条 　等）を処理する
ためには並行権限行使を許容する必
要があるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

１２①
愛がん動物用飼料の製造
業者等に対する立入検査
等

○

　移譲後も大臣に残る権限（権限委任
省令本則、法第７条　等）を処理する
ためには並行権限行使を許容する必
要があるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

1



【様式２】

個表番号： ２－２ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

36③

指定調査機関に対する業
務執行又は業務改善命令

※　一の広域的実施体制
の地域を超えて調査業務
を行う調査機関を除く。（様
式３参照）

○

環境大臣による第36条第3項に基づく
業務執行又は業務改善命令ができな
ければ、特に緊急の場合において、
不適正な土壌汚染状況調査等が実
施される可能性があり、ひいては人の
健康に係る被害が生ずるおそれがあ
る。また、現在も、同項に基づく業務
執行又は業務改善命令の事務につい
ては、大臣の執行権が留保されてい
る（省令第27条）。

39

指定調査機関に対する適
合命令

※　一の広域的実施体制
の地域を超えて調査業務
を行う調査機関を除く。（様
式３参照）

○

環境大臣による第39条に基づく適合
命令ができなければ、特に緊急の場
合において、不適正な土壌汚染状況
調査等が実施される可能性があり、
ひいては人の健康に係る被害が生ず
るおそれがある。また、現在も、同項
に基づく適合命令の事務については、
大臣の執行権が留保されている（省
令第27条）。

42

指定調査機関に対する指
定の取消し

※　一の広域的実施体制
の地域を超えて調査業務
を行う調査機関を除く。（様
式３参照）

○

環境大臣による第42条に基づく指定
の取消しができなければ、特に緊急
の場合において、不適正な土壌汚染
状況調査等が実施される可能性があ
り、ひいては人の健康に係る被害が
生ずるおそれがある。また、現在も、
同項に基づく指定の取消しの事務に
ついては、大臣の執行権が留保され
ている（省令第27条）。

土壌汚染対策法（H14法53）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２－２ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

土壌汚染対策法（H14法53）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

43

指定調査機関の指定等の
公示

※　一の広域的実施体制
の地域を超えて調査業務
を行う調査機関を除く。（様
式３参照）

○

環境大臣による第43条に基づく指定
調査機関の指定等の公示ができなけ
れば、特に緊急の場合において、土
壌汚染状況調査等の的確な実施が
行えず、ひいては人の健康に係る被
害が生ずる恐れがある。また、現在
も、同項に基づく公示の事務について
は、大臣の執行権が留保されている
（省令第27条）。

54⑤

指定調査機関等に対する
報告徴収及び立入検査

※　一の広域的実施体制
の地域を超えて調査業務
を行う調査機関を除く。（様
式３参照）

○

環境大臣による第54条第5項に基づく
報告徴収等ができなければ、国は自
ら実態を把握することができず、特に
緊急の場合において、指定調査機関
に対する業務改善命令の実施等迅速
な対応に支障を及ぼすこととなり、ひ
いては人の健康に係る被害が生ずる
恐れがある。また、現在も、同項に基
づく報告徴収又は立入検査の事務に
ついては、大臣の執行権が留保され
ている（省令第27条）。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

54①
土壌汚染状況調査に係る
土地の所有者等に係る報
告の徴収又は立入検査

自治
法定

（７）

報告徴収等は、国が直接執行する事
務（環境大臣の指示）の前提となる手
続の一部であり、報告徴収等のみで
は行政目的を達成し得ないことから、
「法定受託事務（メルクマール７）」に
該当する。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

3



【様式２】

個表番号： ２－２ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

土壌汚染対策法（H14法53）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

56①
関係地方公共団体の長へ
の資料提出又は説明要求

自治
法定

（７）

資料要求等は、国が直接執行する事
務（環境大臣の指示）の前提となる手
続の一部であり、資料要求等のみで
は行政目的を達成し得ないことから、
「法定受託事務（メルクマール７）」に
該当する。
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【様式２】

個表番号： ２－３ 法令名： 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（H14法88）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

10①

許可を受けないで鳥獣の
捕獲等若しくは鳥類の卵の
採取等を行った者又は条
件違反者に対する措置命
令
※　国指定鳥獣保護区内
の許可に関するものは除く
（様式３）

○

　全国的観点からの希尐鳥獣の保護
の必要が生じた場合等においては、
大臣の並行権限行使を許容する必要
があるため。現行法令においても大
臣の権限が留保されている（規則第
80条）。

15⑩
指定猟法による鳥獣の捕
獲等許可条件違反者に対
する措置命令

○

　全国的観点からの指定猟法の取締
りの必要が生じた場合においては、大
臣の並行権限行使を許容する必要が
あるため。現行法令においても大臣
の権限が留保されている（規則第80
条）。

75①

鳥獣の捕獲等及び鳥類の
卵の採取等の許可を受け
た者等に対する報告徴収
※　国指定鳥獣保護区内
の許可に関するものは除く
（様式３）

○

　全国的観点からの希尐鳥獣の保護
の必要が生じた場合等においては、
大臣の並行権限行使を許容する必要
があるため。現行法令においても大
臣の権限が留保されている（規則第
80条）。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２ー４ 法令名： ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（H13法65）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

17 事業者等への報告の徴収 ○ 事後報告 ６②

18① 事業者等への立入検査 ○ 事後報告 ６②

　移譲後も大臣に残る権限（規則第11
条、法第16条）を処理するためには、
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

報告徴収、立入検査の結果に基づ
き、大臣が事業者等に対して改善命
令を発することとなることから、「地方
分権改革推進委員会第３次勧告（平
成２１年１０月）」のメルクマール６②に
より、国に事後報告の関与を認めるこ
とが適当であるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２－５ 法令名： ダイオキシン類対策特別措置法（H11法105）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

34①
特定施設設置者への報告
徴収、立入検査

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則第17
条、法第37条）を処理するためには、
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２－６ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

18①

水道水源特定事業場から
排出水を排出する者等に
対する報告徴収、立入検
査

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則第17
条、法第23条の2）を処理するために
は、並行権限行使を許容する必要が
あるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法（H6法9）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２－１０ 法令名： 瀬戸内海環境保全特別措置法（S48法110）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

12の6②
指定物質排出者に対する
報告徴収

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則第11
条、法第20条　等）を処理するために
は、並行権限行使を許容する必要が
あるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２ー１１ 法令名： 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（S48年法117）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

43①

製造又は輸入しようとして
いる新規化学物質が予定
されている取扱方法等から
みて環境汚染等が生じる
おそれがないとの確認を受
けた者等に対する報告徴
収（立入検査等権限の行
使に係るものに限る。）

○ 事後報告 ６②

44①

製造又は輸入しようとして
いる新規化学物質が予定
されている取扱方法等から
みて環境汚染等が生じる
おそれがないとの確認を受
けた者等に対する立入検
査等

○ 事後報告 ６②

　移譲後も大臣に残る権限（委任省令
本則、法第３条第３項から第５項ま
で、法第５条第６項）を処理するため
には、並行権限行使を許容する必要
があるため。

報告徴収、立入検査の結果に基づ
き、大臣が製造・輸入者に対して確認
の取り消しを実施することとしているこ
とから、「地方分権改革推進委員会第
３次勧告（平成２１年１０月）」のメルク
マール６②により、国に事後報告の関
与を認めることが適当であるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２ー１３ 法令名： 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S45法137）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

8⑤

石綿が含まれる一般廃
棄物等の無害化処理の
認定申請があった場合
の告示に関する都道府
県及び市町村の長への
通知及び意見聴取期間
の指定
※　法9の10⑧において
準用

○

　　移譲後も大臣に残る権限（規則第
20条、法第9条の10　等）を処理する
ためには、並行権限行使を許容する
必要があるため。

15⑤

石綿が含まれる産業廃棄
物等の無害化処理の認定
申請があった場合の告示
に関する都道府県及び市
町村の長への通知及び意
見聴取期間の指定

○

　　移譲後も大臣に残る権限（規則第
20条、法第15条の4の4　等）を処理す
るためには、並行権限行使を許容す
る必要があるため。

18②
再生利用認定業者等に対
する報告徴収

○ 事後報告 ６②

19②
再生利用認定業者等に対
する立入検査

○ 事後報告 ６②

　移譲後も大臣に残る権限（規則第20
条、法第９条の８③　等）を処理するた
めには、並行権限行使を許容する必
要があるため。

報告徴収、立入検査の結果に基づ
き、大臣が事業者に対して認定の取
消し等を行うこととなることから、「地
方分権改革推進委員会第３次勧告
（平成２１年１０月）」のメルクマール６
②により、国に事後報告の関与を認
めることが適当であるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２ー１３ 法令名： 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S45法137）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

24の３①
緊急時における事業者等
への報告徴収及び立入検
査

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則第20
条、法第19条の4　等）を処理するた
めには、並行権限行使を許容する必
要があるため。

事後報告 ６②

報告徴収、立入検査の実施の結果、
生活環境保全上の支障が生じている
場合には、都道府県知事と連携の
上、迅速に措置命令等の行政処分に
つなげていく必要があることから、「地
方分権改革推進委員会第３次勧告
（平成２１年１０月）」のメルクマール６
②により、これらの事務の実施に係る
状況等について、国に事後報告の関
与を認めることが適当であるため。
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【様式２】

個表番号： ２－１４ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

22①

特定事業場及び有害物質
貯蔵指定事業場の設置者
等に対する報告徴収又は
立入検査

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則第12
条、法第24条の２）を処理するために
は、並行権限行使を許容する必要が
あるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

22②
指定地域における報告徴
収

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則第12
条、法第24条の２）を処理するために
は、並行権限行使を許容する必要が
あるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

水質汚濁防止法（S45法138）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

13



【様式２】

個表番号： ２－１５ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

13① 農用地への立入調査 ○

　移譲後も大臣に残る権限（委任
省令本則、法第14条の２）を処理
するためには、並行権限行使を許
容する必要があるため。

事後報告 ６②

立入調査の結果に基づき、大臣が必
要な措置をとることとなることから、
「地方分権改革推進委員会第３次勧
告（平成２１年１０月）」のメルクマール
６②により、国に事後報告の関与を認
めることが適当であるため。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（S45法139）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

14



【様式２】

個表番号： ２－１６ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

26①
ばい煙発生施設を設置し
ている者等に対する報告
徴収又は立入検査

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則第20
条、法第28条の２）を処理するために
は、並行権限行使を許容する必要が
あるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

大気汚染防止法（S43法97）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

15



【様式２】

個表番号： ２－１９ 法令名： 農薬取締法（S２３法８２）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

13①

農薬製造者等に対する報
告徴収、立入検査（農薬の
登録等の規定の施行に必
要な限度）

○

　移譲後も大臣に残る権限（委任省令
本則、法第12条　等）を処理するため
には、並行権限行使を許容する必要
があるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

13③

農薬製造者等に対する報
告徴収、立入検査（農薬の
登録等の規定の施行に必
要な限度）

法定
（７）

（４）②

法第13条第3項に基づく報告徴収等
は、違法な農薬の製造販売等による
国民の健康や環境への広域にわたる
影響を防止するために不可欠であり、
法定受託事務（メルクマール４②）に
該当する。

○

　移譲後も大臣に残る権限（委任省令
本則、法第12条　等）を処理するため
には、並行権限行使を許容する必要
があるため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

16



【様式２】

個表番号： ３－２ 法令名： 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（Ｈ17法51）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

18
使用者に対する特定特殊
自動車の技術基準適合命
令

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則36
③、法13　等）を処理するためには、
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

28②

業として特定特殊自動車を
使用するものに対する指
導及び助言（ただし、環境
省所管事業に限る。）

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則36
③、法28　等）を処理するためには、
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

29①②
特定特殊自動車使用者に
対する報告徴収及び立入
検査

○

　移譲後も大臣に残る権限（規則36
③、法13　等）を処理するためには、
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることとな
ることから、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

17



【様式２】

個表番号： ３－３ 法令名： 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（H16法78）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

５①②
④

特定外来生物の飼養等を
しようとする者に対する許
可、許可申請の受理、又は
許可条件の設定

自治
法定受託

1

○本事務は、以下の理由により、国が
本来果たすべき役割に係るもので
あって、国においてその処理を特に図
る必要がある。
・特定外来生物が一旦定着した場合、
特定の地域にとどまらず、周辺地域
に拡大し全国に蔓延して、生態系等
に被害を及ぼす可能性がある。
・飼養等許可を受けた者は、輸入規
制の適用除外を受けるものであり、国
境管理業務の一部になる。

○また、許可と措置命令等は、一連
の法的な手続きにかかわらず、自治
事務と法定受託事務とが混在してお
り、制度的に適切でない。

6①②
飼養等許可者に対する措
置命令又は許可の取消し

○

　全国的観点からの外来生物のまん延
による生態系影響等の防止の必要が生
じた場合においては、大臣の並行権限
行使を許容する必要があるため。現行
法令においても大臣の権限が留保され
ている（施行規則第36条）。

10①
飼養等許可者に対する報
告徴収又は立入検査

○

　全国的観点からの外来生物のまん延
による生態系影響等の防止の必要が生
じた場合においては、大臣の並行権限
行使を許容する必要があるため。現行
法令においても大臣の権限が留保され
ている（施行規則第36条）。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることと
なることから、「地方分権改革推進
委員会第３次勧告（平成２１年１０
月）」のメルクマール６②により、国
に事後報告の関与を認めることが
適当であるため。

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与

18



【様式２】

個表番号： ３－３ 法令名： 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（H16法78）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与

13①
特定外来生物の防除に係
る他人の土地若しくは水面
への立ち入り又は捕獲等

○

　全国的観点からの外来生物のまん延
による生態系影響等の防止の必要が生
じた場合においては、大臣の並行権限
行使を許容する必要があるため。現行
法令においても大臣の権限が留保され
ている（施行規則第36条）。

13②
特定外来生物の防除に係
る他人の土地若しくは水面
への立ち入り又は捕獲等

○

　全国的観点からの外来生物のまん延
による生態系影響等の防止の必要が生
じた場合においては、大臣の並行権限
行使を許容する必要があるため。現行
法令においても大臣の権限が留保され
ている（施行規則第36条）。

18①②
③

特定外来生物の防除に係
る公示事項に適合すること
の確認又は認定と、その後
の公示

自治
法定受託

1

○本事務は、以下の理由により、国が
本来果たすべき役割に係るもので
あって、国においてその処理を特に図
る必要がある。
・特定外来生物が一旦定着した場合、
特定の地域にとどまらず、周辺地域
に拡大し全国に蔓延して、生態系等
に被害を及ぼす可能性がある。

○また、認定と報告徴収等は、一連
の法的な手続きにかかわらず、自治
事務と法定受託事務とが混在してお
り、制度的に適切でない。

19

国及び地方公共団体以外
の者で、認定を受けて特定
外来生物の防除を行う者
に対する報告徴収

○

　全国的観点からの外来生物のまん延
による生態系影響等の防止の必要が生
じた場合においては、大臣の並行権限
行使を許容する必要があるため。現行
法令においても大臣の権限が留保され
ている（施行規則第36条）。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることと
なることから、「地方分権改革推進
委員会第３次勧告（平成２１年１０
月）」のメルクマール６②により、国
に事後報告の関与を認めることが
適当であるため。

19



【様式２】

個表番号： ３－３ 法令名： 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（H16法78）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与

20①②

確認等を受けて特定外来
生物の防除を行う者の防
除中止等通知の受理及び
その確認等の取消し

自治
法定受託

1

○本事務は、以下の理由により、国が
本来果たすべき役割に係るもので
あって、国においてその処理を特に図
る必要がある。
・特定外来生物が一旦定着した場合、
特定の地域にとどまらず、周辺地域
に拡大し全国に蔓延して、生態系等
に被害を及ぼす可能性がある。

○また、確認と報告徴収等は、一連
の法的な手続きにかかわらず、自治
事務と法定受託事務とが混在してお
り、制度的に適切でない。

20③

防除が公示された事項に
即して行われていないと認
められるとき等に係る認定
の取消し

○

　全国的観点からの外来生物のまん延
による生態系影響等の防止の必要が生
じた場合においては、大臣の並行権限
行使を許容する必要があるため。現行
法令においても大臣の権限が留保され
ている（施行規則第36条）。

20



【様式２】

個表番号： ３－４ 法令名：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

30
遺伝子組換え生物等
の使用等をしている者
等からの報告徴収

○

　移譲後も大臣に残る権限（施行規則第
44条、法第10条　等）を処理するために
は並行権限行使を許容する必要があるた
め。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることと
なることから、「地方分権改革推進
委員会第３次勧告（平成２１年１０
月）」のメルクマール６②により、国
に事後報告の関与を認めることが
適当であるため。

31①

遺伝子組換え生物等
の使用等をしている者
等に対する立入検査
等

○

　移譲後も大臣に残る権限（施行規則第
44条、法第10条　等）を処理するために
は並行権限行使を許容する必要がある
ため。

事後報告 ６②

報告徴収・立入検査の結果に基づ
き、大臣が必要な措置をとることと
なることから、「地方分権改革推進
委員会第３次勧告（平成２１年１０
月）」のメルクマール６②により、国
に事後報告の関与を認めることが
適当であるため。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（H15法97）

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与

21



【様式２】

個表番号： ３ー５ 法令名： 使用済自動車の再資源化等に関する法律（H14法87）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

130③
自動車製造業者等に対す
る報告徴収

○

131②
自動車製造業者等に対す
る立入検査

○

６②

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与

報告徴収、立入検査の結果に基づ
き、大臣が事業者に対して指導、勧
告、公表、命令等を実施することとし
ているため、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

　移譲後も大臣に残る権限（令第21
条、法第37条、法第38条　等）を処理
するためには、並行権限行使を許容
する必要があるため。

事後報告

22



【様式２】

個表番号： ３ー６ 法令名： 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（H12法116）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

9①
食品廃棄物多量発生事業
者の定期報告の受理

法定
1
７

○

　移譲後も大臣に残る権限（令第7
条、法第１０条　等）を処理するために
は、並行権限行使を許容する必要が
あるため。

11①②⑤
⑥

登録再生利用事業者の登
録、登録又は変更申請の
受付、廃止届出の受理、都
道府県知事への通知

法定
1
７

○

15①
登録再生利用事業者の料
金の届出受理

法定
1
７

○

15②
登録再生利用事業者の料
金の変更指示

法定
1
７

○

17① 登録の取消し 法定
1
７

○

同事務の結果に基づき、大臣が事業
者に対して指導、勧告、公表、命令等
を実施することとしているため、「地方
分権推進計画（平成１０年５月閣議決
定）」のメルクマール（７）に該当する。

報告徴収、立入検査等の結果に基づ
き、大臣が事業者に対して指導、勧
告、公表、命令等を実施することとし
ているため、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

事後報告 ６②

　全国的に適正なリサイクルの実施を
確保する観点（例えば全国的に事業
所を持つ事業者において不適正事案
があった場合への対応等）から国も必
要な措置を行えるよう、並行権限行使
を許容する必要があるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ３ー６ 法令名： 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（H12法116）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

24①③
食品関連事業者、認定事
業者に対する報告徴収又
は立入検査

法定
1
７

○

　移譲後も大臣に残る権限（令第7
条、法第８条及び法第１０条　等）を処
理するためには、並行権限行使を許
容する必要があるため。

24②
登録再生利用事業者に対
する報告徴収又は立入検
査

法定
1
７

○

　全国的に適正なリサイクルの実施を
確保する観点（例えば全国的に事業
所を持つ事業者において不適正事案
があった場合への対応等）から国も必
要な措置を行えるよう、並行権限行使
を許容する必要があるため。

同事務の結果に基づき、大臣が事業
者に対して指導、勧告、公表、命令等
を実施することとしているため、「地方
分権推進計画（平成１０年５月閣議決
定）」のメルクマール（７）に該当する。

報告徴収、立入検査等の結果に基づ
き、大臣が事業者に対して指導、勧
告、公表、命令等を実施することとし

ているため、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた

め。

事後報告 ６②

24



【様式２】

個表番号： ３ー９ 法令名： 特定家庭用機器再商品化法（H10法97）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

52
小売業者等に対する報告
徴収

○

53①
小売業者等に対する立入
検査

○

６②

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

報告徴収、立入検査の結果に基づ
き、大臣が事業者に対して指導、勧
告、公表、命令等を実施することとし
ているため、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

　移譲後も大臣に残る権限（令第７
条、法第１５条、法第１６条、法第２７
条及び法第２８条）を処理するために
は、並行権限行使を許容する必要が
あるため。

事後報告
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【様式２】

個表番号： ３ー１０ 法令名： 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（H7法112）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

39

特定容器の製造若しくは販
売又は特定包装を利用す
る事業者に対する報告徴
収

○

40①
特定事業者に対する立入
検査

○

６②

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

報告徴収、立入検査の結果に基づ
き、大臣が事業者に対して指導、勧
告、公表、命令等を実施することとし
ているため、「地方分権改革推進委員
会第３次勧告（平成２１年１０月）」のメ
ルクマール６②により、国に事後報告
の関与を認めることが適当であるた
め。

　移譲後も大臣に残る権限（令第１２
条、法第１９条及び法第２０条　等）を
処理するためには、並行権限行使を
許容する必要があるため。

事後報告
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